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組
合
立
国
保
成
東
病
院
が

平
成
22
年
４
月
に
地
方

独
立
行
政
法
人
と
な
り
ま
す
。

組
合
立
国
保
成
東
病
院
が

平
成
22
年
４
月
に
地
方

独
立
行
政
法
人
と
な
り
ま
す
。

　

11
月
25
日
に
第
一
回
の
評
価

委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
か

ら
の
病
院
に
つ
い
て
の
本
格
的

な
検
討
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

今
月
号
で
は
、
地
方
独
立
行

政
法
人
の
「
評
価
委
員
会
の
業

務
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
、
第
一

回
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委

員
会
の
会
議
結
果
に
つ
い
て
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

評
価
委
員
会
は
、
地
方
独
立

行
政
法
人
で
あ
る
病
院
の
医
療

機
能
や
財
務
状
況
に
つ
い
て
の

評
価
を
毎
年
行
い
ま
す
。
ま
た
、

必
要
が
あ
れ
ば
法
人
に
対
し

て
、
業
務
運
営
の
改
善
な
ど
の

勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

　

平
成
22
年
４
月
の
地
方
独
立

行
政
法
人
化
に
向
け
て
、
評
価

委
員
会
は
平
成
21
年
度
中
に
次

の
業
務
を
行
い
ま
す
。

①
病
院
が
提
供
す
る
医
療
サ
ー

ビ
ス
な
ど
法
人
が
行
う
べ
き

業
務
に
つ
い
て
市
が
定
め
る

中
期
目
標
に
つ
い
て
意
見
を

述
べ
る

②
法
人
が
定
め
た
中
期
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な

計
画
（
中
期
計
画
）
を
市
長
が

認
可
す
る
際
に
意
見
を
述
べ

る
③
運
営
の
基
本
方
針
を
定
め
る

業
務
方
法
書
を
市
長
が
認
可

す
る
際
に
意
見
を
述
べ
る

④
法
人
が
市
長
に
届
出
し
た
理

事
長
や
理
事
、
監
事
ら
の
役

員
報
酬
の
基
準
に
つ
い
て
、

社
会
一
般
の
情
勢
に
適
合
し

た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て

市
長
に
意
見
を
申
し
出
る

　　

今
後
、
評
価
委
員
会
に
お
い

て
も
審
議
を
重
ね
、
法
人
の
目

標
の
中
に
地
域
に
必
要
な
医
療

を
し
っ
か
り
と
位
置
づ
け
て
い

き
ま
す
。

　

第
一
回
評
価
委
員
会
で
は
、

評
価
委
員
会
運
営
規
程
、
中
期

目
標
（
素
案
）、
法
人
名
称
、
理
事

長
等
選
任
の
考
え
方
に
つ
い
て

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

第
一
回　

地
方
独
立
行
政

法
人
評
価
委
員
会

評
価
委
員
会
の
業
務

法
人
名
称
に
つ
い
て

理
事
長
に
つ
い
て

　

評
価
委
員
会
の
委
員
長
に

は
、
村
上
信
乃　

国
保
旭
中
央
病

院
名
誉
院
長
が
就
任
し
ま
し
た
。

　

評
価
委
員
会
の
会
議
を
公
開

で
行
っ
て
い
く
こ
と
、
病
院
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
中
期
目
標
、

中
期
計
画
の
中
で
具
体
化
し
て

い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
方
独
立
行
政
法
人
と
し

て
、
名
称
も
新
た
に
ス
タ
ー
ト

を
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

新
名
称
は
、
設
立
団
体
で
あ
る

山
武
市
の
名
称
の
「
さ
ん
む
」
を

付
す
と
と
も
に
、
山
武
郡
市
の

地
域
医
療
を
担
っ
て
い
く
こ
と

か
ら
、
中
心
的
役
割
と
い
う
意

味
を
持
つ
「
セ
ン
タ
ー
」
を
付

し
、「
地
方
独
立
行
政
法
人　

さ

ん
む
医
療
セ
ン
タ
ー
」
と
す
る

こ
と
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
人
の
理
事
長
に
は
成
東
病

院
の
現
院
長
で
あ
る
坂
本
昭
雄

院
長
を
予
定
者
と
す
る
こ
と
が

了
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
経
営
体
制
を
担
う
理

事（
６
名
以
内
）を
病
院
職
員
（
医

師
、
看
護
師
、
医
療
技
術
職
、
事

務
職
）か
ら
選
任
す
る
こ
と
、
外

部
理
事
の
選
任
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

地
方
独
立
行
政
法
人
化
は
、

成
東
病
院
が
今
ま
で
ど
お
り
の

医
療
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
提

供
し
て
い
く
た
め
に
行
う
も
の

で
す
。成
東
病
院
は
、
市
が
適
切

に
関
与
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
公
的
な
役
割
を
果
た

し
、
地
域
に
必
要
な
医
療
を
提

供
し
て
い
き
ま
す
。

　

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

健
康
支
援
課
保
健
予
防
係

　

☎
０
４
７
９
(80)
８
３
６
８

　

国
保
成
東
病
院　

組
合
解

　

散
・
地
方
独
立
行
政
法
人

　

移
行
準
備
室

　

☎
(82)
２
５
２
１

　
　

(

内
線
2
3
2
9
）

評価委員会関係スケジュール（イメージ）

※委員会の審議状況により日程等は変わる場合があります。

17 広報さんむ
2010.１月


